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平成２０年度地域再生事後評価結果について 

 

平成２１年７月３日 

地 域 再 生 本 部 決 定 

 

第１ 事後評価の目的 

 「地域再生基本方針」（平成 20 年 6 月 6 日一部変更）においては、地域再生本部は、最

初に認定を行った年の翌年から毎年、（１）地域再生計画の認定制度、（２）認定地域再

生計画に基づく事業に対する特別の措置、（３）地域再生計画と連動した支援措置、（以

下「地域再生計画認定制度等」という。）について、「地域再生の意義及び目標」、「地

域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針」に照らして、事後的な評価

（以下「事後評価」という。）を行うものとされている。 

 事後評価を行うにあたっては、内閣総理大臣は、必要に応じて調査を行いつつ、各省が

行う政策評価を踏まえるとともに、地域政策の専門家や実務者等の第三者からの意見を聴

いて、評価案を作成するものとされている。また、地域再生本部は、評価案に関する議を

経て、評価を確定し、地域再生計画認定制度等の内容について必要な見直しを行うものと

されている。 

この資料は、こうした地域再生の事後評価に資するために作成したものである。なお、

評価のための資料作成にあたっては、地方公共団体に過度の負担とならないよう、簡素化

を図ることとしたところである。 

 

第２ 事後評価の基準 

 事後評価は、「地域再生の意義及び目標」、「地域再生のために政府が実施すべき施策

に関する基本的な方針」に照らし、地域再生計画認定制度等について行うものである。そ

れらを概観すると、以下の通りである。 

 

１．「地域再生の意義及び目標」 

（１）地域再生の意義 

   近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に

対応して、地域再生を図るためには、地域における地理的及び自然的特性、文化的所

産並びに多様な人材の創造力をいかし、官民の適切な連携の下、地域の創意工夫を凝

らした自主的かつ自立的な取組を進めることが重要である。さらに、地域が、夢を抱

いて互いにアイデアを出し合い、切磋琢磨することにより、こうした地域の取組が一

層加速されていくような環境を整備し、知恵と工夫を競うアイデア合戦（「地域戦略

メガコンペ」）がより多くの地域で活発に展開されることが重要である。 
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   国は、このような観点から、①地域の知恵と工夫の競争のサポート・促進、②補助

金改革等による自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への転換、

③民間のノウハウ、資金等の活用促進、といった地域の自主的・自立的な取組のため

の環境整備を行うとともに、構造改革特区、都市再生などの関係分野との連携を深め

つつ、地域再生計画に基づく地域の総合的な取組を支援する。 

   このような地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、

我が国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現す

ることが、地域再生の意義である。 

 

（２）地域再生の目標 

   地域再生の推進により実現すべき目標は、次の２つである。 

  ① 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した

地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らし

た具体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を

図ること。 

  ② 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことによ

り、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、

全国的な規模での地域の活力の増進を図ること。 

 

２．「地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針」の概要 

（１）知恵と工夫の競争のサポート・促進 

  ① 地域再生のためのひとづくり・人材ネットワークづくりの促進 

    地域の自主的・自立的な取組により地域再生を進めるため、その担い手となる様

々な主体の意識・能力の向上を図るとともに、主体相互の有機的な連携を促進する。 

  ② 「地域の知の拠点再生プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    地域の知の拠点として地域に貢献している大学等の取組に対して省庁が連携して

支援することにより、地域に力強い人材を定着させ、持続可能な地域再生を推進す

る。 

  ③ 「地域の雇用再生プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    地域の雇用創造の推進、ものづくり人材の育成、農林漁業への就業支援、観光に

関する人材の育成、地域に貢献する事業への支援による新たな雇用の創造を目的と

した施策を推進する。 

  ④ 「地域のつながり再生プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    地域再生を支える力は、「ひと」であり、「ひと」と「ひと」のつながりである。 

    地域づくり・まちづくりにおける多様な主体の参加・協働の推進、地域の絆づく
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りによる教育力・文化力の再生、地域の自主的な防犯・防災対策の推進、団塊世代

・ＵＪＩターン者等の参加・協働による自然豊かな地域づくり、地域住民等の協働

によるまち・みち・みなとづくりの推進、地域のコミュニティの再生を目的とした

施策を推進する。 

  ⑤ 「地域の再チャレンジ推進プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    再チャレンジを支援する会社への支援、農山漁村における再チャレンジの推進、

キャリア教育や若者の自立支援の充実を目的とした施策を推進する。 

  ⑥ 「地域の交流・連携推進プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    都市と農山漁村の共生・対流の促進、広域的な地域間連携の促進、広域的な交流

を支える交通基盤の整備、外国人観光客の訪日促進と魅力ある観光地・観光産業の

創出、地域の活力を支える交通施策の推進を目的とした施策を推進する。 

  ⑦ 「地域の産業活性化プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    地域経済の持続的な発展のためには、企業立地の促進、中小企業の再生、地域資

源をいかした産業の創出・活性化、地域への対日投資促進、地域の大学等と連携し

たイノベーションの推進、地域密着型金融の推進等による地域の産業活性化を推進

する。 

  ⑧ 「地域の地球温暖化対策推進プログラム」（平成20年3月7日改定）の推進 

    地域における地球温暖化対策の推進と地域再生の両立が可能となるよう、持続可

能な地域の形成に向けた取組を支援する施策を推進する。 

  ⑨ 権限移譲や社会実験など地域における先進的な取組の推進 

    地域の自主的・自立的な取組を迅速に進めるため、それぞれの地域において、特

性等をいかした先進的な取組が自らの権限に基づき行われるよう支援する。 

 

（２）補助金改革等による自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への 

転換 

  ① 目的別・機能別の交付金及び省庁横断的な交付金の創設等 

    地域再生に資する政策テーマごとに、各々の目的、機能の範囲内であれば、手段

の選択や交付額の充当を地域の裁量にゆだねる方向で、交付金化などの補助金改革

を推進する。 

    また、類似の目的・機能を有する補助金が省庁ごとに並立している場合には、省

庁の壁を越えた交付金化などの補助金改革を進める。 

  ② 交付金化に当たっての留意点 

    新たに創設する交付金は、地域が期間を限って目標を掲げ、その達成に責任をも

って取り組むことを明示している場合には、国が掲げる目的・機能の範囲内で地域

の自主裁量性を尊重するとともに、期間全体にわたって支援し得る仕組みとして構
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築する。 

 ③ 補助対象財産の有効活用 

    補助金等の交付を受けて整備した施設（以下「補助対象財産」という。）を有効

に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢が変化し、著しく需要が低下す

るなどの事情により、新たな需要に対応する必要が生じ、当初の目的以外の目的に

転用する場合について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30

年第179号。以下「補助金等適正化法」という。）に基づく各省各庁の長による承認

が迅速に行われるような仕組みを構築する。 

 

（３）民間のノウハウ、資金等の活用促進 

   政策的意義が高いものの、収益性の観点から民間事業者の積極的参入が期待で

きない事業、高齢者・障害者等を積極的に雇用する事業については、地域再生に

資する経済的社会的効果の高いものとして、民間資金の活用を促進するための誘

導措置を講ずる。 

 

（４）構造改革特区、都市再生、中心市街地活性化等との連携 

   構造改革特区のような地域限定の規制の特例措置と地域再生における補助金改革の

成果等を組み合わせることにより、地域の自主性、裁量性を拡大し、地域の活性化を

加速する。 

   また、地域活性化統合本部会合の下、地方の元気再生事業や、都市再生のためのま

ちづくり分野の規制緩和、公共施設整備や先導的な地域の活動への支援、中心市街地

における都市機能の増進及び経済活力の向上の総合的かつ一体的な推進等とも積極的

に連携し、地域再生の取組を充実させていく。 

 

（５）地域再生計画に基づく総合的な施策の推進 

  地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を効果的に支援するため、地域

が一定の期間に特定の目標の達成を目指すことを明確に掲げ、そのために実施する政

策をまとめた計画を一定の基準に照らして評価し、政府の支援施策を重点的に講ずる。 

 

（６）その他の措置 

   「今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略」（平成 16 年 5 月 27 日地域再生

本部決定）を受けて具体化が図られた上記（１）から（５）までの施策のほか、同本

部決定を踏まえ、テーマごとに連携すべき施策についての補助金改革など、引き続き、

施策の具体化を検討する。 

   地域再生に資する施策について、民間事業者、地方公共団体等から提案募集を行う。 
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第３ 事後評価の対象となる「地域再生計画認定制度等」の概要 

１．地域再生計画の認定制度 

（１）情報の提供 

   認定申請または変更申請に必要な情報の提供状況等 

 

（２）申請手続き 

   認定申請または変更申請時における事務手続きの状況等 

 

（３）施策メニューの体系化 

   体系化された７つの施策メニューの活用状況等 

 

（４）地域再生協議会 

   地域再生法第１２条に基づく地域再生協議会の活用状況等 

 

（５）地域活性化策連携による取組 

   他の地域活性化策との連携状況等 

 

２．地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置 

（１）地域再生に資する民間プロジェクトに対する課税の特例 

   地域再生に役立つ事業を行う民間企業に対する投資についての税制上の優遇措置 

 

（２）再チャレンジ支援寄附金税制 

地域における民間による再チャレンジ支援の促進のための寄附金に対する税制上

の優遇措置 

 

（３）地域再生のための交付金の活用 

地方の自主性、裁量性を高めるための補助金改革と地域再生の観点から創設された

地域再生基盤強化交付金（道整備交付金、汚水処理施設整備交付金、港整備交付金）

の活用 

 

（４）地域再生支援利子補給金 

   地域再生に資する事業の実施者が金融機関から当該事業を実施するうえで必要な

資金を借入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で、利

子補給金を支給 
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（５）補助対象財産の転用手続の一元化・迅速化 

補助対象財産を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢の変化等に

伴い需要の著しく減少している補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化 

 

（６）認定を受けた地方公共団体による施策の改善提案 

認定を受けた地方公共団体による、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見

に基づく、政府の地域再生に関する施策の改善提案 

 

３．地域再生計画と連動した支援措置 

  地域再生計画と連動して各府省庁が実施する施策の活用状況 

 

第４ 事後評価の手法 

 事後評価の手法としては、地域政策の専門家等の第三者による事後評価委員会を設置し

て、地方公共団体に対するアンケート項目及びヒアリング項目の設計後、アンケート調査

とヒアリング調査を実施し、委員から意見を聴取するという方法を用いた。事後評価結果

は、下記１から３の結果を踏まえ、関係省庁に確認のうえ、総合的な観点から作成した。 

 

１．第三者による事後評価委員会 

  地域政策の専門家等の第三者（３名）等で構成される「地域再生事後評価委員会」を、

平成２０年１１月から平成２１年３月までの間に計３回開催し、下記アンケート調査・

ヒアリング調査の実施、調査結果の検討、事後評価案についての意見を聴取した。  

 

２．アンケート調査 

  アンケート調査は、平成２０年１１月１２日～１２月９日の間、９８９の地域再生計

画ごとに担当の地方公共団体に対して実施し、９２９の計画について回答を得た。 

（回収率 93.9％) 

 

３．ヒアリング調査 

  ヒアリング調査は、平成２１年２月１８日～２月２７日の間、地域再生計画の認定を

受けている５地方公共団体に対して実施した。 

 

 

第５ 事後評価結果及び公表 

１．事後評価結果 
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（１）地域再生計画認定制度等の評価 

   地域再生計画認定制度等は、 

   ①アンケート調査時の地域再生計画の認定数が、９８９件であること。 

   ②「地方公共団体が自主的に行う取組みに柔軟に対応する良い制度である。」「認    

定制度によって明確な地域ビジョンを示すことができて地域個性の創出を実現で    

きた。」等の意見が寄せられていること。 

   ③地域再生計画の支援措置に係る各事業の目標達成状況が、「目標を上回っている」    

「目標どおり」とする回答が、７３．１％（未実施分を除く）であること。 

   ④雇用、新規事業の創出、交流人口等の増加などの効果を挙げつつあること。 

   このようなことから、定着した制度となりつつあり、一定の成果を挙げているも  

のと考えられる。 

   国としては、平成２０年度において 

   ①地域再生計画認定制度等の説明を含めたあじさい・もみじキャラバンや地域活性    

化応援隊派遣相談会を各都道府県において実施したほか、研修会の実施やホーム    

ページ等による制度の周知・広報に努める。 

   ②地域再生法の一部改正、基本方針の一部変更により、地域再生支援利子補給金の    

創設、地域再生協議会制度の拡充、地域再生支援施策の充実（地域の地球温暖化

対策推進プログラムの追加等）、地域活性化総合情報サイトの拡充などを図る。 

  などの施策を講じることにより、地域再生計画認定制度等の周知、施策の拡充等に努  

めたところである。 

   地方公共団体では、厳しい経済、財政情勢の中で、成果を挙げていくことは難し

さを増しているが、地域住民や関係団体等と連携して地域活性化の推進に取組んで

いるところである。 

   今後とも、多くの地方公共団体が有効かつ使いやすい制度として活用できるように、 

国は、地域の特性を踏まえながら、積極的な広報や情報提供の充実、制度等の普及・

浸透、施策の拡充等に努めるとともに、人材育成の推進、多様な活動主体や地域活性

化策との連携の促進を図り、国と地方公共団体、地域住民等が連携して、地域活性化

を一層進展させることが必要である。 

 

項目ごとの評価は、次のとおりである。 

ア．地域再生計画の認定制度 

（ア）情報の提供 

   認定申請に必要な情報の提供について、「十分なされている」「なされている」

との回答が、併せて９６．６％となっており、必要な情報の提供は適切になされ

ているものと考えられる。 
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   一方、少数ではあるが更なる充実を求める意見や「なされていない」との回答

も寄せられていることから、今後ともホームページの改良や具体的活用事例の紹

介等の情報提供、説明会・相談会等の充実による認定制度の周知徹底のほか、都

道府県を通じてのメール等での速やかな情報発信の推進など、情報提供の一層の

充実に引き続き努めていく必要がある。 

（イ）申請手続き 

   認定（変更）申請の事務手続きに「不都合はなかった」とする回答が９３．１

％となっており、概ね適切になされていると考えられる。 

   一方、作成例を挙げてのより具体的な記入方法や作成書類の簡素化を望む声も

一部寄せられていることから、今後とも、申請手続きがよりわかりやすく、利用

しやすいものとなるように、作成マニュアルの充実や事務手続きの更なる簡素化

等に引き続き努めていく必要がある。 

（ウ）施策メニューの体系化 

 施策メニューの体系化については、平成２０年４月から「地域の地球温暖化対

策推進プログラム」を新たに追加し、併せて７つの施策分野ごとのプログラムに

拡充したところである。 

 施策メニューの体系化を参照した団体では、役に立ったとの回答が８０．０％

となっており、一定の成果があったものと考えられる。 

 一方、施策メニューの体系化に関連して、施策メニューに関し、活用条件や効

果などについての情報提供や施策メニューの拡充を求める声が一部寄せられてい

ることから、引き続き、地方公共団体等が必要とする施策に関する情報をより入

手しやすくなるよう努めるとともに、活用しやすい施策メニューの拡充に努めて

いくことが必要である。 

（エ）地域再生協議会 

   地域再生法第１２条に基づく地域再生協議会又はその他の協議会等を組織して

いる団体は、併せて約２割とまだ少数ではあるが、組織している地方公共団体の

うち、９０．３％から地域再生計画の推進に当たっては、何らかの形で地域住民

の意見を反映させているとの回答が寄せられており、地域再生協議会の果たすべ

き役割は、活かされていると見ることができる。 

   また、同協議会は地域再生計画の作成や遂行等に今後とも寄与することが期待

されており、協議会の役割を評価する意見も寄せられていることから、引き続き

数多くの意見が地域再生計画に反映されるように、国や地方公共団体をはじめ、

地域住民、関係団体等が連携し、積極的に活用していくことが重要である。 

   国は、協議会の必要性や役割、具体的な活用事例等の紹介などにより、地域の

知恵と工夫を集めるための方策として地域再生協議会をより一層広めていくこと
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が必要である。 

（オ）地域活性化策連携による取組 

 構造改革特区、都市再生事業、中心市街地活性化事業など、他の地域活性化策 

との連携による総合的な取組については、行政をはじめ、地域住民や関係団体、

企業などの多様な活動主体がそれぞれの地域資源やその能力を活かしながら協働

して、推進されつつあり、問題意識の共有による地域連携の必要性、重要性への

認識の高まりやまちづくりのスピードアップ、事業の相乗的効果が期待できるな

ど、地域活性化策連携による取組の成果は現れつつあるものと考えられる。 

 今後とも、地域活性化の総合的な推進が求められる中、地域活性化策の連携を 

一層進展させるため、様々な方策の充実を図っていくことが必要である。 

 

イ．地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置 

   「地域再生のための交付金の活用」や「補助対象財産の転用手続きの一元化・

迅速化」については、活用されているが、税制上の優遇措置関係については、そ

の活用が低調であることから、都道府県との連携を図りつつ、ホームページ等で

の紹介や説明会等の場を活用してそのＰＲに努めるなど、一層の活用促進を引き

続き図っていくことが必要である。 

 

ウ．地域再生計画と連動した支援措置 

地域再生計画と連動した支援措置で、役に立っているとする回答が５０．９％ 

で、進捗状況等によりどちらとも言えないとする回答は４６．７％となっている。 

また、支援措置に係る各事業の目標達成状況では、「目標を上回っている」「目 

標どおり」との回答が併せて６３．４％で、未実施分を除いた場合では、７３．

１％という状況となっており、支援措置は概ね有用であると考えられる。 

今後とも地方公共団体が、地域の多様な活動主体と連携しながら、地域固有の

諸課題に対応し、地域活性化を推進していくために、国は、支援措置の目的や活

用方法等の情報提供を図るとともに、地方公共団体からの要望等を受けとめ、必

要に応じて関係省庁間の連携・調整を行いながら、より使いやすい支援措置の拡

充に努める必要がある。 

 

（２）今後の目指す方向 

ア．国の取組 

  国は、地域再生計画認定制度等の更なる普及・浸透、活用の促進を図るため、引

き続きホームページや地域活性化総合情報サイトの拡充をはじめ、的確な広報や情

報提供の推進に努める。 



 

- 10 -

  また、地方公共団体からの要望や地域が直面している政策課題等に適切に対応す

るため、制度等の見直しや施策メニューの拡充などの必要な対応に努める。 

  平成２１年４月には、地域における自立した取組を担っていく人材力の強化を応

援するため、それぞれの分野でノウハウや実績を有する地域活性化伝道師をネット

ワーク化する「地方の元気応援人材ネットワーク」が構築されたことから、その活

用の推進に努める。 

 

イ．地方公共団体の取組 

  地方公共団体には、制度等への理解をさらに深めるとともに、地域内の協働体制

の確立を図り、国及び関係機関との連携のもと、地域が一体となって、地域活性化

に向けた総合的な施策の推進に取組むことが望まれる。 

 

ウ．関係施策との連携等 

    地域再生計画に基づく施策と構造改革特区、都市再生事業、中心市街地活性化

事業などの関係施策との連携による地域の総合的な取組を支援し、地域の効率的、

効果的な活性化の推進を図ることが必要である。 

 

２．事後評価結果の公表 

  地域再生本部は、事後評価の確定後、本部のホームページ等により評価結果を速や

かに公表する。 

 

３．今後の事後評価のあり方 

  今後とも、地域再生を取り巻く様々な状況を踏まえて、アンケート調査、ヒアリン

グ調査により、地域再生の取組状況の調査を実施のうえ、第三者からの意見を聴取す

るとともに、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づく内閣府の政策評価

と連携を図りながら、事後評価を実施していくものとする。 
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（参考） 

○「地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針」 

（１）知恵と工夫の競争のサポート・促進 

  ①地域再生のためのひとづくり・人材ネットワークづくりの促進 

   地域の自主的・自立的な取組により地域再生を進めるため、その担い手となる様々

な主体の意識・能力の向上を図るとともに、主体相互の有機的な連携を促進する。 

   地域の担い手として、福祉、まちづくりなどの特定の目的で組織されたＮＰＯ等や、

講、自治会といった古くから地域に存在する地縁的な組織を再活用するなど、地域固

有の「ソーシャル・キャピタル」を活性化するとともに、これらの主体を含め、地域

の企業、教育機関、公共団体などが、地域の重要な政策テーマに応じて連携し、各々

の役割を明確にしつつ、特定の期間内に特定の目標を達成していく取組を適切に支援

できるよう検討する。 

   なお、支援に当たっては、対象となる主体の活動が地域に適切な経済的社会的な効

果を及ぼすこと、経済的に自立可能な活動を志向していることなどを見極め、成果主

義の観点を重視して、支援の非効率化、長期化を招かないように留意する。 

 

  ②「地域の知の拠点再生プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   我が国の活力の源泉である地域を再生させる上では、地域の人材・知識が集積する

知の拠点である大学等と連携した地域づくりを進めていくことが重要である。地域の

知の拠点の活性化・活用による地域再生を推進することは、地域間の知恵と工夫の競

争と、国の支援とがあいまって、地域の大学等を核とした知識・人材の創出と地域活

力の好循環を形成するものである。地域が抱える課題としては、例えば、地域産業活

性化、地域医療・福祉、地方情報化、環境・エネルギー、防災、ひとづくりといった

ように多岐にわたっているが、地域の大学等はそれぞれの地域で抱えている課題解決

のために、地域ニーズに即した研究・教育を行い、大学等における実践的な研究・教

育成果を地域に還元するとともに、地域に根ざした人材を養成することが重要である。 

   このため、地域の大学等が有する個性・特色をいかした取組が行われることが望ま

れ、こうした取組を地域の大学等が積極的に行うことは当該大学等の競争力を強化す

るものになると考えられる。また、大学等間の広域的連携を活用した取組について積

極的に展開されることが望まれる。 

   このように、地域の大学等は地域に開かれた存在として地域全体の発展に一層寄与

すべきであるとの考えの下、地域の知の拠点として地域に貢献している大学等の取組

に対して省庁が連携して支援することにより、地域に力強い人材を定着させ、持続可

能な地域再生を推進する。また、本プログラムを実施することにより、平成17年12月

６日の都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト（大学と地域の連携協働によ
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る都市再生の推進）を推進する。 

 

  ③「地域の雇用再生プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   地域の経済状況のばらつきが固定化することを防ぐためには、仕事と生活の調和の

実現や、ひとづくり・雇用創出を通じて、地域の創造力を十分に発揮できるようにす

ることが重要である。特に、雇用情勢の依然として厳しい地域があることを踏まえ、

地域のひとづくり・雇用創出に向けた取組を、省庁連携により、重点的・集中的に支

援していくことが必要である。地方再生戦略においても、都道府県・市町村や事業主

団体など地域の関係者が一体となって取り組むこととされたところであり、このよう

な観点から、地域の雇用創造の推進、ものづくり人材の育成、農林漁業への就業支援、

観光に関する人材の育成、地域に貢献する事業への支援による新たな雇用の創造を目

的とした施策を推進する。 

 

  ④「地域のつながり再生プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   地域再生を支える力は、「ひと」であり、「ひと」と「ひと」のつながりである。 

   祭りや子育てなどを支えてきた町内会や結・講・座などを再生・再活用するととも

に、民間企業、ＮＰＯ、社会起業家などが新たなひととひとの架け橋をつくっていく

地域こそが持続的に発展する。大学、地域金融機関や行政機関などとも連携し、地域

にこだわる多様な人々が参加・協働するネットワークを構築するとともに、仕事と生

活の調和を実現することなどが、地域にとっての何よりの財産となる地域力（「ソー

シャル・キャピタル」）を生み出すものである。 

   このような観点から、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体

に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織するよう要請するこ

とができるようにしたところであり、あわせて、地域づくり・まちづくりにおける多

様な主体の参加・協働の推進、地域の絆づくりによる教育力・文化力の再生、地域の

自主的な防犯・防災対策の推進、団塊世代・ＵＪＩターン者等の参加・協働による自

然豊かな地域づくり、地域住民等の協働によるまち・みち・みなとづくりの推進、地

域のコミュニティの再生を目的とした施策を推進する。 

 

  ⑤「地域の再チャレンジ推進プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   国民一人一人がその能力や持ち味を十分発揮し、努力が報われる公正な社会を構築

していくためには、多様な機会が与えられ、仮に失敗しても何度でも再チャレンジが

でき、「勝ち組、負け組」を固定させない社会、また、働き方、学び方、暮らし方が

多様で複線化した社会の仕組みが必要である。 

   このような認識の下、チャンスにあふれ、誰でも再チャレンジが可能な社会を目指
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すために必要な施策（再チャレンジ支援策）の実効性・効率性を高めるため、再チャ

レンジ支援総合プラン（平成18年12月25日「多様な機会のある社会」推進会議決定 平

成20年１月17日改正）が取りまとめられ、関係府省に対しては、再チャレンジ支援を

一体的かつ総合的に推進することが求められている。このような観点から、再チャレ

ンジを支援する会社への支援、農山漁村における再チャレンジの推進、キャリア教育

や若者の自立支援の充実を目的とした施策を推進する。 

 

  ⑥「地域の交流・連携推進プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   団塊の世代の定年退職が始まる時期を迎え、若者世代におけるニート・フリーター

の増加、子どもを取り巻く環境や家族の絆にかかわる問題などともあいまって、都市

農村交流や二地域居住、仕事と生活の調和の実現など、地域間の交流や農山漁村への

定住などに対するニーズが高まっている。また、外国人観光客の訪日促進の取組とも

連動して、地域主導の国際競争力のある観光地づくりが地域の大きな関心となってい

る。 

   このように、地域間又は地域と海外との間で「人・モノ・カネ・文化・情報」の交

流を進めることが重要であり、日本がアジアと世界の架け橋となってともに成長して

いくことを目指す「アジア・ゲートウェイ構想」（平成19年５月16日アジア・ゲート

ウェイ戦略会議決定）などとも連携し、広域的地域の自立・活性化を促進することに

より、地域間の連携を強めていくことが必要である。 

   以上の観点から、都市と農山漁村の共生・対流の促進、広域的な地域間連携の促進、

広域的な交流を支える交通基盤の整備、外国人観光客の訪日促進と魅力ある観光地・

観光産業の創出、地域の活力を支える交通施策の推進を目的とした施策を推進する。 

 

  ⑦「地域の産業活性化プログラム」（平成20年３月７日改定）の推進 

   地域経済の持続的な発展のためには、地域の雇用創出とあいまって、企業立地の促

進、中小企業の再生、地域資源をいかした産業の創出・活性化、地域への対日投資促

進、地域の大学等と連携したイノベーションの推進、地域密着型金融の推進等による

地域の産業活性化の推進が不可欠である。 

   このため、「経済成長戦略大綱」（平成18年７月６日財政・経済一体改革会議決定 

平成19年６月19日改定）において、「地域資源を活用した地域産業の発展、コミュニ

ティビジネスの振興、地域の強みを活かした企業立地等の促進、公的サービスのコス

ト低減・質的向上などを総合的に推進するとともに、地域の声を踏まえつつ、地域が

創造力を発揮して作成する地域再生計画について、省庁連携により一体的・重点的に

支援する施策の充実を図る。」とされたことを踏まえ、地域への企業立地の促進、中

小企業の再生と地域資源をいかした産業の活性化、森林整備の推進とバイオマス資源
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の活用を通じた産業の活性化、地域への対日投資促進、高度人材による産業の活性化、

地域密着型金融の推進、地域イノベーションの推進を目的とした施策を推進する。 

 

  ⑧「地域の地球温暖化対策推進プログラム」（平成20年３月７日決定）の推進 

   地球温暖化対策の推進に当たっては、全国規模での取組に加え、暮らし、産業活動、

交通等の地域事情が異なることを踏まえ、各地域が自然的・社会的条件に応じて、創

意工夫を凝らしたその地域ならではの取組を充実又は加速させることや、象徴的な温

暖化対策の確立を図ることが重要である。 

   このため、各地域における創意工夫を凝らした地域独自の地球温暖化対策の推進を

支援するため、「京都議定書目標達成計画」（平成20年３月28日全部改定）の見直し

過程で取りまとめられた「京都議定書目標達成計画の見直しに向けた基本方針」（平

成19年10月２日地球温暖化対策推進本部決定）に基づき、地域の取組の強化を図るべ

く、省庁連携の下、地域の地球温暖化対策の推進に資する国の支援施策をメニュー化

・プログラム化したところである。 

   このように、地球温暖化対策の推進において地域における取組が重要であるとの考

えの下、地域における地球温暖化対策の推進と地域再生の両立が可能となるよう、持

続可能な地域の形成に向けた取組を支援する施策を推進する。 

 

  ⑨権限移譲や社会実験など地域における先進的な取組の推進 

   地域の自主的・自立的な取組を迅速に進めるため、それぞれの地域において、特性

等をいかした先進的な取組が自らの権限に基づき行われるよう、支援することが必要

である。 

   このため、地方公共団体による地方自治法（昭和22年法律第67号）に基づく事務処

理特例制度の積極的な活用のみならず、各種分野の権限移譲を推進し、また、地域の

発案に基づく先進的な事業について、社会実験を積極的に展開する。 

 

（２）補助金改革等による自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への 

転換 

 ①目的別・機能別の交付金及び省庁横断的な交付金の創設等 

   地域再生に資する政策テーマごとに、各々の目的、機能の範囲内であれば、手段の

選択や交付額の充当を地域の裁量にゆだねる方向で、交付金化などの補助金改革を推

進する。 

   また、類似の目的・機能を有する補助金が省庁ごとに並立している場合には、省庁

の壁を越えた交付金化などの補助金改革を進める。この際、窓口を一元化すること、

手続が煩雑にならないことなどに留意し、地域から見て、明快な仕組みを構築する。 
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  ②交付金化に当たっての留意点 

   新たに創設する交付金は、地域が期間を限って目標を掲げ、その達成に責任を持っ

て取り組むことを明示している場合には、国が掲げる目的・機能の範囲内で地域の自

主裁量性を尊重するとともに、期間全体にわたって支援し得る仕組みとして構築する。 

   この際、地域が定める計画の範囲内において、施設等の間における予算の融通、年

度間の事業量の変更が可能となる仕組みとする。 

 

  ③補助対象財産の有効活用 

   補助金等の交付を受けて整備した施設（以下「補助対象財産」という。）を有効に

活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢が変化し、著しく需要が低下するな

どの事情により、新たな需要に対応する必要が生じ、当初の目的以外の目的に転用す

る場合について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

179号。以下「補助金等適正化法」という。）に基づく各省各庁の長による承認が迅速

に行われるような仕組みを構築する。 

   個々の補助金について、承認の基準の明確化、一定の区域において特定の計画に基

づき包括的に承認を行う制度の導入について、補助目的の達成及び補助対象財産の適

正な使用という補助金等適正化法の趣旨を踏まえ、各所管省庁において検討する。こ

の際、各所管省庁においては、「補助金等適正化法第22条の規定に基づく各省各庁の

長の承認について」（平成20年４月10日補助金等適正化中央連絡会議決定）を踏まえ、

補助対象財産の財産処分の承認基準をできるだけ具体的で分かりやすい形で定めると

ともに、地方公共団体及び地方支分部局に対する周知・情報提供を図ることとする。 

 

（３）民間のノウハウ、資金等の活用促進 

 医療、福祉、地域交通など、従来、公的主体が担っていた事業や、リサイクル、

新エネルギーなどの環境負荷の低減、地場産業支援のための試験研究、商品開発、

販路拡大などの促進といった政策的意義が高いものの、収益性の観点から民間事業

者の積極的参入が期待できない事業、高齢者・障害者等を積極的に雇用する事業に

ついては、地域再生に資する経済的社会的効果の高いものとして、民間資金の活用

を促進するための誘導措置を講ずる。これにより、地域全体にとって意義のある民

間事業の円滑な推進を図るとともに、「官から民へ」の改革の流れを一層加速する。 

 

（４）構造改革特区、都市再生、中心市街地活性化等との連携 

（１）から（３）までの地域再生の取組は、規制緩和の取組と適切に連携することによ

り相乗効果が期待される。このため、構造改革特区のような地域限定の規制の特例措置
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と地域再生における補助金改革の成果等を組み合わせることにより、地域の自主性、裁

量性を拡大し、地域の活性化を加速する。 

  また、地域活性化統合本部会合の下、地方の元気再生事業や、都市再生のためのまち

づくり分野の規制緩和、公共施設整備や先導的な地域の活動への支援、中心市街地にお

ける都市機能の増進及び経済活力の向上の総合的かつ一体的な推進等とも積極的に連携

し、地域再生の取組を充実させていく。 

  そのほか、経済財政諮問会議、規制改革推進本部、食料・農業・農村政策推進本部、

観光立国関係閣僚会議、総合科学技術会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部（ＩＴ戦略本部）等、各種関係機関等と緊密に連携を図り、それぞれの機関の持つ様

々なノウハウや手法等を活用する。 

 

（５）地域再生計画に基づく総合的な施策の推進 

 地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を効果的に支援するため、地域が

一定の期間に特定の目標の達成を目指すことを明確に掲げ、そのために実施する政策を

まとめた計画を一定の基準に照らして評価し、政府の支援施策を重点的に講ずる。 

  このため、法第５条第８項により内閣総理大臣が認定する地域再生計画に基づき、交

付金等の地域再生独自の支援措置を講ずるとともに、各分野における関連施策との連携

を図ることとする。 

 

（６）その他の措置 

 「今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略」（平成 16 年 5 月 27 日地域再生本

部決定）を受けて具体化が図られた上記１）から５）までの施策のほか、同本部決定を

踏まえ、テーマごとに連携すべき施策についての補助金改革など、引き続き、施策の具

体化を検討する。 

  地域再生に資する施策について、民間事業者、地方公共団体等から平成20年6月に提案

募集を行う。 

  なお、地域再生制度の説明や提案に向けた相談は、全国各地への専門家の派遣や地域

ブロックごとに設けられた地方連絡室等と連携して行うものとする。 

 


